
○
外
務
委
員
会

条
　
約
（
三
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

１

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
漁

業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承

認
を
求
め
る
の
件

五
七
、
一
二
、
七

　
　
五
七
、
一
二
、
二
一

受
　
　
　
領

五
七
、
一
二
、
七

　
　
（
予
）

五
七
、
一
二
、
二
三

承
　
　
認

五
七
、
一
二
、
二
四

承
　
　
認

五
七
、
一
二
、
七

五
七
、
一
二
、
一
八

承
　
　
認

五
七
、
一
二
、
二
一

承
　
　
認

２

北
西
太
平
洋
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和

国
連
邦
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
千
九
百
七
十

七
年
の
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間

の
協
定
の
有
効
期
間
の
延
長
に
関
す
る
議
定

書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

　
　

一
二
、
一
〇

　
　
　
一
二
、
二
一

受
　
　
　
領

一
二
、
一
〇

（
予
）

　
　
一
二
、
二
三

承
　
　
認

　
　
一
二
、
二
四

承
　
　
認

一
二
、
一
〇

　
　
一
二
、
一
八

承
　
　
認

　
　
一
二
、
二
一

承
　
　
認

３

日
本
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
千
九
百
七
十

七
年
の
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間

の
協
定
の
有
効
期
間
の
延
長
に
関
す
る
議
定

書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

一
二
、
一
〇

　
　
　
一
二
、
二
一

受
　
　
　
領

一
二
、
一
〇

　
（
予
）

　
　
一
二
、
二
三

承
　
　
認

　
　
一
二
、
二
四

承
　
　
認

一
二
、
一
〇

　
　
一
二
、
一
八

承
　
　
認

　
　
一
二
、
二
一

承
　
　
認

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府

と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件
（
閣
条
第
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、
一
二
、
　
七
　
内
閣
提
出

　
　
　
一
二
、
二
一
　
衆
承
認

　
　
　
一
二
、
二
四
　
参
承
認



要
旨

　
　
こ
の
協
定
は
、
現
行
の
日
米
漁
業
協
定
の
有
効
期
間
が
本
年
十
二

　
月
三
十
一
日
に
満
了
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
米
国
の
地
先
沖
合
に

　
お
け
る
我
が
国
の
漁
業
を
引
き
続
き
確
保
す
る
た
め
交
渉
が
行
わ
れ

　
た
結
果
、
本
年
九
月
十
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
つ
て
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
米
国
は
、
二
百
海
里
漁
業
保
存
水
域
内
の
す
べ
て
の
魚
類
（
高

　
　
度
回
遊
性
魚
種
の
ま
ぐ
ろ
類
を
除
く
）
等
米
国
が
排
他
的
漁
業
管

　
　
理
権
を
行
使
す
る
生
物
資
源
に
関
し
、
毎
年
、
総
漁
獲
可
能
量
、

　
　
我
が
国
へ
の
割
当
量
等
を
決
定
す
る
。

　
二
、
米
国
は
、
我
が
国
へ
の
割
当
量
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
米
国

　
　
水
産
物
の
輸
入
障
壁
、
買
付
協
力
、
米
国
漁
業
振
興
へ
の
協
力
の

　
　
程
度
等
米
国
の
法
律
で
定
め
ら
れ
た
諸
要
素
を
考
慮
す
る
。

　
三
、
我
が
国
は
、
米
国
の
水
産
業
の
発
展
及
び
水
産
物
の
輸
出
の
増

　
　
大
に
つ
い
て
米
国
と
協
力
し
、
米
国
を
援
助
す
る
。

　
四
、
我
が
国
は
、
我
が
国
漁
船
が
こ
の
協
定
に
従
つ
て
漁
業
を
行
う

　
　
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
必
要
な
措
置
を
と
る
。

　
五
、
米
国
は
、
我
が
国
漁
船
に
許
可
証
を
発
給
し
、
当
該
許
可
証
の

　
　
発
給
及
び
漁
業
保
存
水
域
内
に
お
け
る
漁
獲
に
関
し
料
金
の
支
払

　
　
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
六
、
米
国
は
、
こ
の
協
定
の
定
め
る
要
件
等
の
違
反
に
つ
い
て
取
締

　
　
り
を
行
う
。

　
七
、
日
米
両
国
は
、
米
国
地
先
沖
合
の
生
物
資
源
の
管
理
及
び
保
存

　
　
に
必
要
な
科
学
調
査
の
実
施
に
つ
い
て
協
力
す
る
。

　
八
、
こ
の
協
定
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
政
府
に
よ
る
十
二
箇
月
前
の

　
　
文
書
に
よ
る
終
了
予
告
が
な
い
限
り
一
九
八
七
年
十
二
月
三
十
一

　
　
日
ま
で
効
力
を
存
続
す
る
が
、
両
国
政
府
間
の
合
意
に
よ
つ
て
有

　
　
効
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
条
約
三
件
に
つ
き
ま
し
て
、
外
務

　
委
員
会
に
お
け
る
審
議
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
米
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る
日
米
協
定
は
、

　
現
行
の
日
米
漁
業
協
定
の
有
効
期
間
が
本
年
末
に
満
了
す
る
こ
と
に

　
か
ん
が
み
、
明
年
以
降
も
米
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
我
が
国
の
漁

　
業
を
引
き
続
き
確
保
す
る
た
め
、
交
渉
の
結
果
署
名
さ
れ
た
も
の
で

　
あ
り
ま
し
て
、
主
な
内
容
と
し
ま
し
て
、
米
国
が
排
他
的
漁
業
管
理

　
権
を
行
使
す
る
生
物
資
源
に
関
し
、
米
国
は
毎
年
の
総
漁
獲
可
能
量
、

　
我
が
国
へ
の
割
当
量
等
を
決
定
す
る
こ
と
、
我
が
国
は
米
国
の
水
産

　
業
の
発
展
等
に
つ
い
て
協
力
す
る
こ
と
、
我
が
国
の
漁
船
が
こ
の
協



定
に
従
っ
て
漁
業
を
行
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
我
が
国
は
必
要
な

措
置
を
と
る
こ
と
、
米
国
は
違
反
の
取
締
り
を
行
う
こ
と
等
を
定
め

て
お
り
ま
す
。

　
次
に
、
北
西
太
平
洋
の
ソ
連
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
一
九
七
七
年

の
漁
業
に
関
す
る
ソ
連
と
の
協
定
及
び
日
本
国
の
地
先
沖
合
に
お
け

る
一
九
七
七
年
の
漁
業
に
関
す
る
ソ
連
と
の
協
定
の
有
効
期
間
の
延

長
に
関
す
る
二
つ
の
議
定
書
は
、
今
日
ま
で
一
年
ご
と
に
延
長
さ
れ

て
ま
い
り
ま
し
た
両
協
定
の
有
効
期
間
が
い
ず
れ
も
本
年
末
に
満
了

す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
さ
ら
に
そ
れ
を
明
年
末
ま
で
一
年
間
延
長

す
る
こ
と
等
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
明
年
の
ソ
連
の
二
百
海
里
漁
業
水
域
に
お
け
る
我
が
国
の

漁
獲
割
当
量
と
我
が
国
の
二
百
海
里
漁
業
水
域
に
お
け
る
ソ
連
の
漁

獲
割
当
量
は
、
本
年
と
同
様
そ
れ
ぞ
れ
七
十
五
万
ト
ン
及
び
六
十
五

万
ト
ン
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
日
米
協
定
の
規
定
が
現
行
協
定
に
比

し
厳
し
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
、
ソ
連
に
対
す
る
操

業
条
件
が
一
部
緩
和
さ
れ
た
問
題
等
に
つ
き
ま
し
て
質
疑
が
行
わ
れ

ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
ま
す
。

　
昨
二
十
三
日
質
疑
を
終
え
、
別
に
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、

三
件
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
っ
て
承
認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い

　
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

北
西
太
平
洋
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
の
地
先
沖
合
に
お

け
る
千
九
百
七
十
七
年
の
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
の
有
効
期
間
の
延
長
に
関

す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
二
号
）

（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
、
一
二
、
一
〇
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
二
一
　
衆
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
二
四
　
参
承
認

要
旨

　
　
こ
の
議
定
書
は
、
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
十
二
年
）
五
月
に
署
名

　
さ
れ
、
そ
の
後
五
度
に
わ
た
つ
て
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
た
北
西
太

　
平
洋
の
ソ
連
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
一
九
七
七
年
の
漁
業
に
関
す
る

　
日
本
国
と
ソ
連
と
の
間
の
協
定
が
本
年
末
を
も
つ
て
失
効
す
る
こ
と

　
に
か
ん
が
み
、
そ
の
有
効
期
間
を
明
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
さ
ら

　
に
一
年
間
延
長
す
る
こ
と
、
両
政
府
の
代
表
者
は
明
後
年
以
降
の
漁



　
獲
の
問
題
に
関
し
て
明
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で
に
会
合
し
協
議
す

　
る
こ
と
等
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
交
換
書
簡
に
お
い
て
、
ソ
連
の
二
百
海
里
漁
業
水
域
に
お

　
け
る
明
年
の
我
が
方
の
漁
獲
割
当
量
を
本
年
と
同
様
七
十
五
万
ト
ン

　
と
定
め
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る
日
本
国

　
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承

　
認
を
求
め
る
の
件
の
委
員
長
報
告
参
照

日
本
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
千
九
百
七
十
七
年
の
漁
業
に
関
す
る
日

本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定

の
有
効
期
間
の
延
長
に
関
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め

る
の
件
（
閣
条
第
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
、
一
二
、
一
〇
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
二
一
　
衆
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
二
四
　
参
承
認

要
旨

　
　
こ
の
議
定
書
は
、
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
十
二
年
）
八
月
に
署
名

　
さ
れ
、
そ
の
後
五
度
に
わ
た
つ
て
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
た
日
本
国

　
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
一
九
七
七
年
の
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
ソ

　
連
と
の
間
の
協
定
が
本
年
末
を
も
つ
て
失
効
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

　
そ
の
有
効
期
間
を
明
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
さ
ら
に
一
年
間
延
長

　
す
る
こ
と
、
両
政
府
の
代
表
者
は
明
後
年
以
降
の
漁
獲
の
問
題
に
関

　
し
て
明
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で
に
会
合
し
協
議
す
る
こ
と
等
を
定

　
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
交
換
書
簡
に
お
い
て
、
我
が
国
の
二
百
海
里
漁
業
水
域
に

　
お
け
る
明
年
の
ソ
連
に
対
す
る
漁
獲
割
当
量
を
本
年
と
同
様
六
十
五

　
万
ト
ン
と
定
め
、
ま
た
、
操
業
条
件
を
本
年
に
比
し
一
部
緩
和
す
る

　
こ
と
と
し
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る
日
本
国

　
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承

　
認
を
求
め
る
の
件
の
委
員
長
報
告
参
照




